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1月 （睦月） JANUARY

1日・元旦　12日・成人の日

現在、国会で審議中の行政不服審査法の見直
しに伴い、国税の不服申立制度も見直される予
定です。不服申立期間を税務署等の処分があっ
たことを知った日から３月以内（現行２月以
内）に延長、再調査請求（現行の「異議申立」）
の決定を経ずに審査請求できる期間を２月（現
行３月）に短縮、等の内容となっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

2月2日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 2月2日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月13日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月2日

国　税／5月決算法人の中間申告 2月2日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月2日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 2月2日

地方税／給与支払報告書の提出 2月2日

不服申立制度の見直し

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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な
ぜ
今
、
個
人
情
報
漏
え
い
対
策

が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
？

情
報
機
器
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
、

情
報
通
信
の
発
達
や
派
遣
社
員
の
増

加
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
の
活
用
な
ど
、

業
務
形
態
の
変
化
に
よ
り
大
量
の
個

人
情
報
が
瞬
時
に
漏
え
い
す
る
危
険

性
が
増
大
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る

個
人
の
意
識
も
相
当
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
万
一
、
個
人
情
報
が
漏
え
い
す

る
と
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
金
や

訴
訟
費
用
、
謝
罪
広
告
、
お
詫
び
状

郵
送
費
用
等
、
多
大
な
経
済
的
損
失

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
真
剣
な
取

り
組
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
個
人
情
報
保
護
法

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

個
人
情
報
保
護
法
と
は

「
漏
え
い
だ
け
で
な
く
、
個
人
情

報
の
取
り
扱
い
方
法
を
全
般
的
に
対

象
と
す
る
も
の
」
で
す
。

個
人
情
報
保
護
法
は
、
個
人
情
報

の
不
適
切
な
取
扱
い
に
よ
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
個
人
の
権
利
利
益
」
が

侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
に
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う

際
に
守
る
べ
き
適
正
な
ル
ー
ル
な
ど

を
定
め
た
法
律
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
個
人
情
報
そ
の
も

の
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、

「
個
人
の
権
利
利
益
」
の
保
護
が
目
的

で
す
。
ま
た
、
個
人
情
報
の
漏
え
い

事
故
が
発
生
し
た
よ
う
な
場
合
に
、

被
害
者
が
加
害
者
に
損
害
賠
償
請
求

を
す
る
た
め
の
法
律
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
法
律
の
条
文
に
は
損
害
賠

償
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。

義
務
を
負
う

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
は

民
間
事
業
者
の
う
ち
、「
個
人
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
事
業
の
用
に
供

し
て
い
る
者
」
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
や
名
簿
な
ど
に
含
ま
れ
る
個

人
情
報
を
、
過
去
六
ヶ
月
以
内
に
一

度
で
も
五
千
人
分
を
超
え
て
事
業
に

用
い
た
こ
と
の
あ
る
民
間
事
業
者
は
、

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
し
て
、

法
律
が
定
め
る
義
務
を
負
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
は
、
自
分
で
構
築
・
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
他
人
が
作
成
し
た

住
所
録
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ
を
購
入
し
た

り
、
使
用
許
諾
を
受
け
て
事
業
に
使

用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
、

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
に
あ
た
り

ま
す
。

例
外
的
に
、
五
十
音
別
電
話
帳
や
、

カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
、

市
販
の
住
宅
地
図
を
編
集
・
加
工
せ

ず
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
使
用
し
て
い

る
場
合
で
は
、
そ
れ
ら
は
五
千
人
分

の
算
定
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
事
業

者
の
事
業
全
般
に
広
く
使
わ
れ
て
い

る
現
在
、
大
規
模
な
事
業
者
は
も
と

よ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
中
小
企
業
も

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
に
該
当
す

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

法
律
は
、「
個
人
情
報
」、「
個
人
デ

ー
タ
」、「
保
有
個
人
デ
ー
タ
」
の
語

句
を
使
い
分
け
て
お
り
、
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
は

そ
れ
ぞ
れ
加
重
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

違
反
す
る
と
ど
う
な
る
か

こ
の
法
律
は
、
で
き
る
限
り
当
事

者
間
に
お
け
る
自
主
的
な
解
決
に
委

ね
て
お
り
、
そ
の
中
心
は
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
自
身
に
よ
る
苦
情
処
理

で
す
。
ま
た
、「
認
定
個
人
情
報
保
護

団
体
」
が
本
人
の
申
し
出
に
応
じ
て

苦
情
処
理
を
担
当
し
、
さ
ら
に
、
地

方
公
共
団
体
も
、
苦
情
処
理
の
あ
っ

せ
ん
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
消
費
者
と
し
て
は
、

問
題
の
あ
る
事
業
者
そ
の
も
の
に
対

し
て
苦
情
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
だ
け
で
な
く
、
地
方
公
共
団
体
や

認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
苦
情
相

談
窓
口
な
ど
に
対
し
て
も
相
談
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
国
も
苦

情
処
理
を
講
ず
る
も
の
と
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
常
に
適
切
な

解
決
が
な
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
主
務
大
臣
を
監
督
機
関
と

し
て
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
対
し

て
、
報
告
徴
収→

助
言→

勧
告→

命

令
と
い
う
順
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
て
い
ま
す
。
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ま
ず
、
主
務
大
臣
は
、
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
か
ら
個
人
情
報
の
取
扱

い
に
関
し
て
報
告
を
徴
収
し
た
り
、

必
要
な
助
言
を
行
い
ま
す
。
報
告
を

怠
っ
た
り
、
虚
偽
の
報
告
を
行
っ
た

場
合
に
は
罰
則
（
三
〇
万
円
以
下
の
罰

金
）
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
助
言
、

勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

罰
則
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
後
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
、

六
ヶ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
法
人
も
三
〇
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ

た
場
合
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任

を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
も

考
え
ら
れ
、
経
済
的
な
損
失
の
み
な

ら
ず
社
会
的
な
信
用
も
失
い
か
ね
ま

せ
ん
。

「
個
人
情
報
」
の

取
扱
事
業
者
の
義
務

法
第
二
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
「
個

人
情
報
」
と
は
、
生
存
す
る
個
人
に

関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報

に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の

他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他

の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

る
も
の
を
含
む
）
を
い
い
ま
す
。

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義
務
と

し
て
、
ま
ず
、
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
に
あ
た
り
、
①
利
用
目
的
を
で
き

る
限
り
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

②
当
該
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な

範
囲
内
で
の
み
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
③
個
人
情
報
を
取
得

す
る
場
合
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
取

得
し
て
は
な
ら
ず
、
④
利
用
目
的
を

取
得
前
に
公
表
し
て
お
く
か
、
取
得

後
す
み
や
か
に
本
人
に
通
知
ま
た
は

公
表
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
⑤
特

に
本
人
か
ら
書
面
で
直
接
取
得
す
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る

こ
と
を
要
し
ま
す
。

「
個
人
デ
ー
タ
」
の

取
扱
事
業
者
は
義
務
が
さ
ら
に
追
加

情
報
の
集
合
物
で
あ
る
「
個
人
情

報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
構
成
す
る
個

人
情
報
を
「
個
人
デ
ー
タ
」
と
い
い

ま
す
。

取
り
扱
う
個
人
情
報
が
「
個
人
デ

ー
タ
」
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
個

人
情
報
に
関
す
る
義
務
に
プ
ラ
ス
し

て
、
さ
ら
に
多
く
の
義
務
が
個
人
情

報
取
扱
事
業
者
に
課
せ
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
加
わ
る
義
務
と
し
て
、
①

個
人
デ
ー
タ
を
正
確
で
最
新
の
内
容

に
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
②
漏
え
い
、
滅
失
ま
た
は
毀

損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
デ
ー
タ
の

安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切

な
措
置
を
講
じ
、
従
業
員
と
委
託
先

に
対
す
る
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
③
個
人
デ
ー
タ
を
第
三

者
に
提
供
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

保
有
個
人
デ
ー
タ

「
保
有
個
人
デ
ー
タ
」
と
は
、
個

人
情
報
取
扱
事
業
者
が
、
開
示
、
内

容
の
訂
正
、
追
加
ま
た
は
削
除
、
利

用
の
停
止
、
消
去
お
よ
び
第
三
者
へ

の
提
供
の
停
止
の
す
べ
て
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
権
限
を
有
す
る
個
人

デ
ー
タ
を
い
い
ま
す
。

「
保
有
個
人
デ
ー
タ
」
に
該
当
す

る
場
合
は
、
開
示
、
訂
正
、
利
用
停

止
等
に
関
し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
義

務
が
上
積
み
さ
れ
ま
す
。

企
業
の
対
応

政
府
の
基
本
方
針
は
、
個
人
情
報

の
保
護
の
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ

き
主
要
な
措
置
と
し
て
、
次
の
三
つ

の
事
項
を
求
め
て
い
ま
す
。

①
事
業
者
の
個
人
情
報
保
護
に
関

す
る
考
え
方
や
方
針
に
関
す
る
宣
言

（
い
わ
ゆ
る
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ

ー
）
の
策
定
・
公
表
に
よ
る
、
事
業

者
が
行
う
措
置
の
対
外
的
明
確
化
、

②
個
人
情
報
保
護
管
理
者
の
設
置
を

含
め
た
責
任
体
制
の
確
保
、
③
教
育

研
修
の
実
施
な
ど
を
通
じ
た
啓
発
に

よ
る
従
業
員
の
個
人
情
報
保
護
意
識

の
徹
底
で
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
公
表

は
、
こ
の
法
律
で
定
め
る
、
公
表
、

も
し
く
は
本
人
が
容
易
に
知
り
得
る

状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
と
併
せ
、
事
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る
方
法
を
と
れ
ば
、
通

知
と
比
べ
て
漏
れ
が
な
く
、
安
価
で

か
つ
迅
速
な
対
応
が
可
能
で
す
。

以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
面
倒
な
対
応

が
要
求
さ
れ
ま
す
が
、
個
人
情
報
を

取
り
扱
う
事
業
者
と
し
て
は
、
対
応

を
研
究
し
、
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
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サブプライムと似ている
大恐慌のプロセス

1930年代のアメリカ大恐慌も、住宅ブ
ームの崩壊が重要な意味を持っていまし
た。アメリカでは、「自分の住宅を持つ」
ということが、「アメリカンドリームの体
現」でした。
それまでのアメリカ経済は未曾有の好況

を享受し、1929年になると投資家は投機
的な株式取引を急激に拡大させていったの
です。その代表例が、「ブローカーズロー
ン」といわれる一種の信用取引でした。
当時の世界経済システムは、「金本位制」

という通貨制度が採用されていました。そ
の制度の下では、国内景気が過熱しても、
国内に流通する通貨量が自国保有の金の量
に制約されてしまうため、やがて、景気は
鎮静化します。
ところが、ニューヨークには世界各国か

ら金が流入しました。アメリカの政策当局

は1928年から金融引き締め政策を採用し
ました。しかし、景気過熱は一向に収まる
気配がなかったのです。そこで、アメリカ
が採った政策は、ブローカーズローンに対
する直接の規制でした。これによって株価
上昇は鎮静化。そのため、投機家による株
式の投げ売りが相次ぎました。
そのクライマックスが1929年10月24日

の「暗黒の木曜日」の株価大暴落です。そ
れは、モーゲージ・カンパニーといわれる
仲介業者が金融機関から貸付債権を買い取
り、生命保険会社や富裕な個人に転売する
という形態です。
金融引き締めは、住宅投資にもマイナス

の影響を及ぼしました。住宅ブーム崩壊が
与えた家計への打撃は、耐久消費財産業や
住宅・建設産業の設備投資、雇用を大きく
減少させ、家計の所得減から企業の設備投
資、雇用の削減という深刻なデフレスパイ
ラル（物価下落と景気悪化の悪循環）とな
ってアメリカ経済に襲い掛かったのです。

1月号 4

二
〇
〇
八
年
度
予
算
の
審
議
あ
た

り
か
ら
、
国
政
に
お
い
て
「
霞
が
関

埋
蔵
金
」
の
存
在
が
議
論
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

「
埋
蔵
金
」
と
い
う
の
は
、
各
省

庁
が
管
理
す
る
特
別
会
計
の
中
に
眠

っ
て
い
る
資
金
の
こ
と
。「
行
政
の

無
駄
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、

し
ば
し
ば
槍
玉
に
上
が
っ
て
い
る
も

の
で
す
。

財
政
当
局
は
こ
の
指
摘
を
受
け

「
埋
蔵
金
」
の
存
在
を
認
め
、
一
〇

兆
円
を
二
〇
〇
八
年
度
予
算
に
取
り

入
れ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

一
〇
兆
円
は
取
り
崩
さ
れ
て
、
一

般
会
計
や
国
債
償
還
に
使
わ
れ
た
の

で
す
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
の

景
気
減
速
は
二
〇
〇
六
年
の
定
率
減

税
の
廃
止
と
日
銀
の
量
的
緩
和
政
策

の
解
除
が
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
埋
蔵
金
の
活
用
で
景
気
回
復
と

い
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

埋
蔵
金
の
活
用

次の危機

アメリカ人は日常クレジットカードで
支払いをするのが当たり前になっていま
す。日本ではかつては小額の買い物にカ
ードを使うと、断られたり、嫌な顔をさ
れたりもしましたが、最近では閉店後現
金を数える手間がなく、不正も防止でき
るとあって、カード支払いも容易となり
ました。
買い物はまだしも、カードローンの利

用が日常化しています。数多くのカード
を持ち、払えなくなればあっさり自己破
産。カード会社のほうも、リスクを入れ
て計算していますから、あまり慌てるこ
とはありません。
しかし、焦げつきが何十パーセントに

もなれば、そうもいかなくなるでしょう。
クレジットカードが次の台風となる危

険が高まっていることに、皆が気づき始
めているのでしょうか。




